
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、

次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
十
四
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番

号
岸
尾
産
業
株
式
会
社

吉
野
郡
十
津
川
村
大
字
湯
之
原
七
六
四
番
地

代
表
取
締
役

玉
置
秀
一

奈
良
県
知
事
許
可
（
特
ー
二
三
）
第
四
七
九
二
号

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
命
令

１

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

土
木
工
事
業
に
関
す
る
営
業
の
う
ち
、
公
共
工
事
に
係
る
も
の
又
は
民
間
工
事
で
あ
っ
て
補
助

金
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の

注
１

「
土
木
工
事
業
に
関
す
る
営
業
」
と
は
、
発
注
者
か
ら
直
接
土
木
一
式
工
事
を
請
け
負
う

営
業
及
び
発
注
者
か
ら
直
接
土
木
工
事
を
請
け
負
う
建
設
業
を
営
む
者
が
土
木
一
式
工
事
と

し
て
請
け
負
っ
た
土
木
工
事
の
全
部
又
は
一
部
を
請
け
負
う
営
業
を
い
い
ま
す
。

注
２

「
公
共
工
事
」
と
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四

号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共
法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
除
き
ま
す
。
）
若
し
く
は
建
設
業

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
法
人
が
発
注

者
で
あ
る
建
設
工
事
又
は
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
に
係

る
建
設
工
事
を
い
い
ま
す
。

注
３

「
民
間
工
事
」
と
は
、
前
記
注
２
以
外
の
建
設
工
事
を
い
い
ま
す
。

注
４

「
補
助
金
等
」
と
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
及
び
同
条
第
四
項
に

規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
交
付
す
る
給
付
金
で
こ
れ
ら
に
類
す
る



も
の
を
い
い
ま
す
。

２

期
間

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
八
日
ま
で
の
一
年
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

岸
尾
産
業
株
式
会
社
の
前
代
表
取
締
役
は
、
近
畿
中
国
森
林
管
理
局
奈
良
森
林
管
理
事
務
所
の
発

注
工
事
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
お
い
て
競
売
入
札
妨
害
及
び
談
合
を
行
い
、
奈
良
地
方
裁
判
所
葛

城
支
部
か
ら
懲
役
刑
（
執
行
猶
予
付
き
）
の
判
決
を
受
け
、
刑
が
確
定
し
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
ま

す
。
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